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1-2　給水装置等での水質管理

将来像２　快適な暮らしとまちづくりを支えます

2-1　水道施設の継続的な維持管理と改築更新

めざすべき将来像第４章　めざすべき将来像

基本理念のもと、概ね 21 世紀中頃を見据えた「めざすべき将来像」と、上下水道を取
り巻く状況や課題を踏まえて取り組む施策の方向性は次のとおりです。

将来像１　いつでも安心して利用できる水を供給します

取り巻く状況と課題 取り組む施策の方向性

1-1　高度な浄水処理技術と水質管理

水源水質の改善が進み、近年は

比較的良好な状態ですが、今後

も水源の保全をはじめ、厳重な

水質監視が必要です。

高度な技術による浄水処理を通

じ、厳格な水質検査体制のもと、

水質管理を行います。

給水装置※等は、設置者が適正

な管理を怠ると、衛生上の問題

を生じるおそれがあります。

受水槽の適正管理、直結式給水

の普及促進、指定給水装置工事

事業者の信頼性の確保を通じた

水質管理の向上を図ります。

高度経済成長期を中心に急速に整

備してきた施設の老朽化が進み、

計画的かつ継続的な施設の改築更

新、適切な維持管理が必要です。

「豊中市水道施設整備計画」に

基づき、管路施設の計画的な改

築更新に取り組みます。取水・

導水・浄水施設については、取

水量の動向を見ながら存廃を適

宜判断することとし、当面は施

設の延命化を行い、安定的供給

に努めます。また、漏水防止対

策や管路施設の点検・整備を効

率的に進めます。
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将来像３　災害に強い上下水道を構築します

3-3　危機管理体制の強化

2-2　下水道施設の継続的な維持管理と改築更新

高度経済成長期を中心に急速に

整備してきた施設の老朽化が進

み、計画的かつ継続的な施設の

改築更新、適切な維持管理が必

要です。

「ストックマネジメント計画※」

に基づき、管路施設、下水処理

場、ポンプ場の適正な維持管理、

計画的な長寿命化対策及び更新

に取り組みます。また、陥没事

故につながりやすい老朽化した

下水道取付管※を計画的に更新

します。

3-1　施設の耐震化

水道管路の耐震適合率※は依然

として低い状態にあり、下水道

施設においても下水処理場やポ

ンプ場の耐震化を進めることが

必要です。

計画的に管路施設や構造物など

の耐震性向上を図るとともに、

災害に強い管網システムを構築

します。

3-2　浸水対策

市内全体の整備には莫大な費用

と年月がかかることから、効果

的・効率的な施設整備とともに、

過去の浸水被害地域を優先的に 

整備することが必要です。

浸水シミュレーションを用いて

雨水幹線（バイパス管）を中心

に整備することで、効果的な対

策を進めます。

行政側の更なる対策強化が必要

である一方、お客さま側にも日

ごろからの備えといった防災意

識を高めていただくことも必要

です。

あらゆる危機に迅速に対応でき

るように、定期的に研修・訓練

を実施するとともに、広域的な

連携をはじめ、上下水道が一体

となった取り組みを進めます。

また、自主防災組織や地域コミュ

ニティと連携を図り、お客さま

の防災意識を高めます。
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将来像４　環境にやさしい事業を展開します

4-1　環境対策

将来像５　次世代につなげるために経営基盤を強化します

5-1　財政基盤の強化

4-2　合流式下水道の改善

上下水道事業は、多くのエネル

ギーを使用し、廃棄物等を発生

させ、環境に負荷を与える一

方、新たなエネルギー源や再利

用可能な資源を有しています。

環境負荷の低減や資源循環対策、

エネルギーの創出に取り組むな

か、時勢の変化を捉え、費用対

効果を含めた多角的な視点で検

討を行います。

合流式下水道では、大雨が降る

と、下水の一部が処理されない

まま、河川に流出することがあ

ります。

雨天時に合流式下水道から流出

する未処理下水を一時的に貯留

する対策や、ごみ等を削減する

スクリーン等の対策を進めます。

老朽化した施設の更新や耐震

化に多額の経費が必要となるた

め、利益や資金※の確保につい

て、検討する必要があります。

計画期間内において、水道事業

は純損失※・資金不足※になる

見通しとなり、下水道事業では

純損失※に転じることが明らか

となりました。

投資額の平準化とあわせて、企

業債残高を適正に管理するなど、

財政の安定化を図るとともに、

経営目標指標と目標水準を設定

し進行管理を行います。また、

公設公営※による経営を基本姿

勢に、広域化や民間資源の活用

を図り、効率的な経営を推進し

ます。

5-2　新たな料金・使用料水準及び体系の検討

新たな料金・使用料水準及び体

系の構築について検討するなど、

適正な料金・使用料負担による

資金※の確保を図ります。

本市の水道料金および下水道使

用料は、府内で低位に位置し、

長年現行水準を維持しています

が、水需要の減少により料金・

使用料収入の減少が予測され、

特に水道事業においては非常に

厳しい経営状況が見込まれます。
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将来像６　お客さまに満足していただける事業活動を実施します

6-1　広報・広聴・啓発活動の充実

5-3　経営資源“人材”の確保

事業の継続に必要な人材を確保

し、職員の人事交流を図るとと

もに、計画的かつ効果的な研修

を進め、情報化の推進と情報セ

キュリティの確保に努めます。

必要な人材の確保に加え、質の

高い研修を通じた職員の育成が

必要となっています。また、効

率的な業務運営に努めるため

ＩＣＴ※の利活用が必要です。

6-2　お客さまサービスの充実

お客さまと直接対話できる機会

を多く持ち、分かりやすい情報

提供を意識した広報・広聴活動、

啓発活動を行います。

アンケート調査では、総合満足

度につながる取り組みとして、

「情報提供や広報」が最も高く

なっています。

時代の変化や生活レベルの向上

とともに、お客さまのニーズが

多様化してきています。

新たな支払い方法やスマート

メーター※の導入について調査

研究を行うとともに、お客さ

まの資産である給水装置※や排

水設備※の維持管理に関する指

導や助言を行います。


